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日之影町告示第67号 

 令和５年第３回日之影町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和５年８月18日 

                               日之影町長 佐藤  貢 

１ 期 日  令和５年９月１日 

２ 場 所  日之影町役場（議会議場） 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

久保 優一君          小谷 幸治君 

小川 輝久君          甲斐 睦彦君 

一水 輝明君          河野  學君 

甲斐 徳仁君          髙舘 英嗣君 

────────────────────────────── 

○９月５日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○９月12日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○９月20日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和５年 第３回 日 之 影 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

                             令和５年９月１日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和５年９月１日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 報告 諸般の報告 

 日程第４ 報告 議長が決定した議員派遣 

 日程第５ 報告 常任委員会の所管事務調査報告 

 日程第６ 報告第３号 健全化判断比率の報告について 

 日程第７ 報告第４号 資金不足比率の報告について 

 日程第８ 同意第11号 西臼杵郡公平委員会委員の選任について 

 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第10 議案第41号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 日程第11 議案第42号 工事請負契約の締結について（吾味椎野線 道路災害復旧工事） 

 日程第12 議案第43号 工事請負契約の締結について（中崎大吐線 道路災害復旧工事） 

 日程第13 議案第44号 工事請負契約の締結について（中崎大吐線 道路災害復旧工事） 

 日程第14 議案第45号 工事請負契約の締結について（中崎大吐線 道路災害復旧工事） 

 日程第15 議案第46号 工事請負契約の締結について（日向川 河川災害復旧工事） 

 日程第16 議案第47号 工事請負契約の締結について（日向川 河川災害復旧工事） 

 日程第17 議案第48号 工事請負契約の締結について（日向川 河川災害復旧工事） 

            ＜令和４年度施策執行について＞ 

 日程第18 認定第１号 令和４年度日之影町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第19 認定第２号 令和４年度日之影町国民健康保険病院事業会計決算の認定について 

 日程第20 認定第３号 令和４年度日之影町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第21 認定第４号 令和４年度日之影町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第22 認定第５号 令和４年度日之影町奨学資金事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
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 日程第23 認定第６号 令和４年度日之影町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第24 認定第７号 令和４年度日之影町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第25 認定第８号 令和４年度日之影町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第26 議案第49号 令和５年度日之影町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第27 議案第50号 令和５年度日之影町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号） 

 日程第28 議案第51号 令和５年度日之影町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第29 議案第52号 令和５年度日之影町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第30 議案第53号 令和５年度日之影町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第31 議案第54号 令和５年度日之影町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第32 議案第55号 令和５年度日之影町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 報告 諸般の報告 

 日程第４ 報告 議長が決定した議員派遣 

 日程第５ 報告 常任委員会の所管事務調査報告 

 日程第６ 報告第３号 健全化判断比率の報告について 

 日程第７ 報告第４号 資金不足比率の報告について 

 日程第８ 同意第11号 西臼杵郡公平委員会委員の選任について 

 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第10 議案第41号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 日程第11 議案第42号 工事請負契約の締結について（吾味椎野線 道路災害復旧工事） 

 日程第12 議案第43号 工事請負契約の締結について（中崎大吐線 道路災害復旧工事） 

 日程第13 議案第44号 工事請負契約の締結について（中崎大吐線 道路災害復旧工事） 

 日程第14 議案第45号 工事請負契約の締結について（中崎大吐線 道路災害復旧工事） 

 日程第15 議案第46号 工事請負契約の締結について（日向川 河川災害復旧工事） 

 日程第16 議案第47号 工事請負契約の締結について（日向川 河川災害復旧工事） 

 日程第17 議案第48号 工事請負契約の締結について（日向川 河川災害復旧工事） 

            ＜令和４年度施策執行について＞ 
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 日程第18 認定第１号 令和４年度日之影町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第19 認定第２号 令和４年度日之影町国民健康保険病院事業会計決算の認定について 

 日程第20 認定第３号 令和４年度日之影町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第21 認定第４号 令和４年度日之影町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第22 認定第５号 令和４年度日之影町奨学資金事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第23 認定第６号 令和４年度日之影町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第24 認定第７号 令和４年度日之影町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第25 認定第８号 令和４年度日之影町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第26 議案第49号 令和５年度日之影町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第27 議案第50号 令和５年度日之影町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号） 

 日程第28 議案第51号 令和５年度日之影町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第29 議案第52号 令和５年度日之影町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第30 議案第53号 令和５年度日之影町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第31 議案第54号 令和５年度日之影町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第32 議案第55号 令和５年度日之影町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

────────────────────────────── 

出席議員（８名） 

１番 久保 優一君       ２番 小谷 幸治君 

３番 小川 輝久君       ５番 甲斐 睦彦君 

６番 一水 輝明君       ７番 河野  學君 

８番 甲斐 徳仁君       ９番 髙舘 英嗣君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 
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 局長 富士本浩一郎君   録音係（総務課係長）  井植 博志君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 佐藤  貢君   副町長 ………………… 甲斐 敏弘君 

教育長 ………………… 橋本 範憲君   総務課長 ……………… 押方 明弘君 

会計管理者 …………… 津隅 富美君   地域振興課長 ………… 工藤 富士君 

町民福祉課長 ………… 押方  誠君   税務課長 ……………… 谷川  靖君 

農林振興課長 ………… 平川 誠二君   建設課長 ……………… 佐藤  尚君 

保健センター所長 …… 甲斐 康弘君   病院事務長 …………… 甲斐しおり君 

教育次長 ……………… 平川 浩二君   代表監査委員 ………… 小林 政隆君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（髙舘 英嗣君）  おはようございます。傍聴者の皆様におかれましては、大変御多用のと

ころ、議会傍聴においでいただきまして、誠に ありがとうございます。 

 これから令和５年第３回日之影町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（髙舘 英嗣君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、３番、小川

輝久君、５番、甲斐睦彦君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（髙舘 英嗣君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２０日までの２０日間にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２０日までの２０日

間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第３、諸般の報告を行います。 
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 まず、本日の会議に出席を求めた説明員の職・氏名は、お手元に配付したとおりであります。 

 議長報告については、さきに報告書を配付していますので、これを報告といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議長が決定した議員派遣 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第４、議長が決定した議員派遣を報告します。 

 ８月１日、延岡市で開催された九州中央自動車道建設促進沿線議会協議会総会・決起大会に、

副議長甲斐徳仁君外６名を派遣。 

 ８月２２日、宮崎市で開催された宮崎県森林・林業活性化議員連盟連絡会議研修会並びに翌

２３日、川南町及び日向市で実施された西臼杵郡森林・林業活性化協議会視察研修に副議長甲斐

徳仁君外６名を派遣。 

 ８月２４日、延岡市で開催された九州中央自動車道建設促進地方大会に副議長甲斐徳仁君外

５名を派遣。 

 議長が決定した議員派遣は、以上３件であります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．常任委員会の所管事務調査報告 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第５、常任委員会の所管事務調査報告を行います。 

 総務文教常任委員会の閉会中の継続審査に付された事件について、報告をお願いいたします。

総務文教常任委員会委員長、小川輝久君。 

〔総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（小川 輝久君）  それでは、総務文教常任委員会所管事務調査報告を行い

ます。 

 期日は、令和５年７月２７日、調査事項、し尿処理施設移転に伴う調査ということで、目的、

場所、出席者につきましては記載のとおりでございます。 

 初めに、西臼杵広域行政事務組合において、新し尿処理施設建設の協議経緯について時系列に

説明を受ける。平成２８年９月の議会定例会において、衛生センターへの道路のアクセス状況が

悪いことに関連して施設の移転が検討されてきた。さらには、供用開始から２７年を経過し、施

設の老朽化も見られることから、令和３年８月に第１回新し尿処理施設検討委員会、建設検討委

員会が３町合意の下開催される。建設予定地の選定、地区住民への説明会、地権者の合意を受け、

測量、地質調査等建設に係る準備が進められている。また、予定地が国定公園に指定されており、

国・県とのヒアリング等事務手続が多岐にわたり、ハードなスケジュールのようである。現地調

査の中では、新し尿処理施設は約６００平米で、地下１階、地上２階の本体と倉庫１００平米が

予定されているとの説明があった。現浄化センターの処理能力は２,０００トンであるが、現在
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１,３００トンで推移しており、完成後の増加量１２０トンとしても十分対応できるものである。

当初予算１７億円で令和１０年の完成を目指しているが、今後資材高騰による増額も否めないと

ころであるが、現施設の耐用年数を考慮すると、早急な建設が必要であると思われる。 

 以上で報告を終わります。 

〔総務文教常任委員長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  続きまして、経済建設常任委員会の閉会中の継続審査に付された事件に

ついては報告書を配付していますので、これをもって報告といたします。 

 以上で、常任委員会の所管事務調査報告は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．報告第３号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第６、報告第３号健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき報告を求めます。町長、

佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  報告第３号健全化判断比率について御報告いたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和４年度の健全化判

断比率を、監査委員の意見書を付けて御報告いたします。 

 普通会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率を表す実質赤字比率につきまして

は、適用される早期健全化基準は１５.０％ですが、赤字額はございません。 

 また、全会計を対象とした実質赤字または資金の不足額の標準財政規模に対する比率を示す連

結実質赤字比率につきましても、適用される早期健全化基準は２０.０％ですが、赤字額はござ

いません。 

 普通会計が負担する元利償還金及び準元利償還金等の標準財政規模に対する比率を表す実質公

債費比率につきましては、適用される早期健全化基準２５.０％に対し７.５％となっております。

普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率を表す将来負担比率につき

ましては、適用される早期健全化基準は３５０.０％ですが、将来負担額に対し充当可能財源が

多いため、比率は算定されません。 

 以上で御報告を終わります。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 以上で報告第３号は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．報告第４号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第７、報告第４号資金不足比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき報告を求めます。町

長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  報告第４号資金不足比率について御報告いたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和４年度の資金不

足比率を監査委員の意見書を付けて御報告いたします。 

 公営企業の資金不足比率につきましては、適用される経営健全化基準は２０.０％ですが、日

之影町国民健康保健病院事業会計、日之影町簡易水道事業特別会計及び日之影町農業集落排水事

業特別会計のいずれの公営企業も資金の不足額はございません。 

 以上で御報告を終わります。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で報告を終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  それでは、これは確認という形になろうかと思いますが、病院事

業会計ですね、広域連携という名の下で、病院の一元化というふうな流れで進んでおるわけであ

りますが、これは将来的に会計処理上がそうなっても、今既存の病院の経営等についてはこの健

全化比率というのは対応なるのでしょうかね。そこら辺りの取扱い等については、病院について

はどうなるものでしょうか。 

○議長（髙舘 英嗣君）  答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（押方 明弘君）  病院の会計につきましてはですね、広域病院経営統合になった場合、

広域行政事務組合の管轄になりますので、そちらでの決算という形になろうと思います。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  ということは、本町の健全化の比率というやつの対象にはならな

いということで理解していいですかね。 

○議長（髙舘 英嗣君）  総務課長。 

○総務課長（押方 明弘君）  本町の健全化の対象にはならないということで理解をしているとこ
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ろです。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 以上で、報告第４号は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．同意第１１号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第８、同意第１１号西臼杵郡公平委員会委員の選任について

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  同意第１１号西臼杵郡公平委員会委員の選任についての提案理由を説明

いたします。 

 郡内３町と西臼杵広域行政事務組合が共同設置しております西臼杵郡公平委員会委員のうち、

五ヶ瀬町から選任しております甲斐治夫氏が令和５年１１月１６日をもって任期満了となります。

つきましては、新たに石井勇氏を委員として選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項の

規定により、議会の同意を求めるものであります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。久保優一君。 

○議員（１番 久保 優一君）  この前年度の公平委員会、あ、いや、公平委員のときに、５年間

いや４年間、委員会は何度開催されたのか伺います。 

○議長（髙舘 英嗣君）  答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（押方 明弘君）  昨年度の西臼杵郡の公平委員会の開催でございますけれども、この

公平委員会につきましては、３町の職員と西臼杵広域行政事務組合の職員の勤務条件に関する措

置の要求及び不利益処分に関する審査の請求等があった場合に開催をして審議をし、その措置を

講ずることになっておりますけども、そういった案件がございませんでしたので、開催はなかっ

たというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。 
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 ほかに質疑は。甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  今回の委員の選任ということでありますけれども、これは３町で

それぞれに議会で選任同意ということになりますよね、当然流れ的には。そして、最終的には西

臼杵広域行政事務組合の人事案件として、また提案をされると思うんですよね。そして、３町が

先に議決が完了して、９月議会が終わって、いつになるか分かりませんが、１０月ぐらいに西臼

杵広域行政事務組合か、議会で提案採決と、選任という流れになるのかなというふうに、たしか

記憶していますけれども、これはやっぱり地公法上、制度上この作業を踏んで、ここにおられる

同僚議員が２名、３名か。広域行政事務組合の議員ですよね。ここでそれぞれ３町が議決をして、

そして同じメンバーがまた広域行政の構成員じゃないですか、また提案をして、そこで最終的に

は選任になるというふうな流れですけれども、これは制度上これは外されない制度でしょうね、

流れ的に。そこら辺が時系列にややこしいものですからお尋ねをしてみました。 

○議長（髙舘 英嗣君）  答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤  貢君）  私のほうで答えさせていただきますが、あくまでも西臼杵３町と西臼杵

広域行政事務組合というのは、事務組合というのは別個の団体として独立しておりますので、で

すから広域組合議会として、やはり議会をして承認を頂くということでありますから、３町と広

域で４つの構成をしていると、公平委員会が。ですから、独立した事務組合は事務組合として、

やはりこの同意を頂かなければ、事務組合の消防職員とか衛生組合職員とかの、彼らも地方公務

員法という立場の中で不利益処分も請求もできますので、そういう形であれば西臼杵３町の職員、

そして広域行政事務組合という一部事務組合の職員、その不利益処分を扱うのが西臼杵郡の公平

委員会ですから、それぞれでやはりこの公平委員がいいのか、この人で同意ができるのかという

ことをやりますので、今後は多分西臼杵３町では五ヶ瀬町はもう議会はたしか終わったのではな

いかなと思っていますけれども、今度広域行政事務組合でもやはり同じような形で、この人事案

件を挙げて、同意を頂いて、西臼杵３町と広域行政事務組合それぞれで選任をされた、同意を頂

いたという形で就任に至るという流れというふうに理解しているところであります。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  ただいま町長のほうから細部にわたって説明がございました。そ

ういうことなんだろうと、私も長いことしていますので、今聞いてですね、流れなり制度なりと

いうものを再認識をしたわけでありますけれども、結局一般論で言えば、当該今回提案された方

等については正直見たこともない、話したこともない、接点がないわけですね。で上がってきて、

この履歴だけ、略歴だけがばっと書類で上がって、大変な仕事を受けていただけるわけですから、

ありがたいことはありがたいんですが、その人なりというものが全然、これが日之影町の選出の
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公平委員ならですね、分かるんですけれども、全くもってそれが見えないので、なかなかそこを、

じゃあ何をもって同意か、選任かというふうになると、ただ大変な役職を受けられるのに頭が下

がる思いだなという思いだけでしか表すことができないわけですよね。だから、この地公法、昭

和２５年というふうな制定でありますけれども、何かしらもうちょっとそこら辺りがですよ、目

に見える形の制度改正等が必要になるんじゃないかなと思うんですよね。３町がそれぞれ議決し

て、それが終わって広域一部事務組合、独立した議会でまた再確認というか、再選任をするとい

うふうな動きがですね、分かりづらいと言えば分かりづらいし、決定したいポイントがなかなか

見えないというふうな思いをしながら、こういう任期満了に伴ったりする選任同意については、

いつもいつもそういう思いをしながら聞いておりましたので、ただ町長の説明では、不利益等の

申立てがあれば、当然この公平委員会がそれを審査をするということでありますので、それが広

域であれ３町であれ、申立て審査の場合は、それが審査対象になり得るというものであればしっ

かり審査をすると。ただ、事務局はこれは高千穂役場ですか、広域行政、どちらが持っちょるか

を再確認したいと思います。 

○議長（髙舘 英嗣君）  総務課長。 

○総務課長（押方 明弘君）  西臼杵郡公平委員会につきましては、事務局は高千穂町役場内とい

うことになっております。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件のため、討論を省略して、会議規則第８１条の規定により、直

ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  異議なしと認めます。本案は討論を省略して、直ちに採決することに決

定いたしました。 

 この採決は起立によって行います。 

 日程第８、同意第１１号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって、同意第１１号は原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 
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日程第９．諮問第１号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第９、諮問第１号人権擁護委員の推薦についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  諮問第１号人権擁護委員の推薦についての提案理由を説明いたします。 

 人権擁護委員であります中内泰男氏が、令和５年１２月３１日をもって任期満了となります。

つきましては、新たに甲斐秀明氏を委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 なお、任期は令和８年１２月３１日までの３年間です。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で、提案理由の説明を終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  任期が３年ということで、前任者の中内さんにおかれましては大

変御苦労であったなというふうに思います。 

 ちなみに、ここ数年の間に、この人権擁護委員の関連の相談なり問題なりというのがあったか

どうかお聞かせください。 

○議長（髙舘 英嗣君）  答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（押方 明弘君）  人権擁護委員の相談なんですけれども、特定人権相談所の開設とい

うことで、年４回役場のほう相談室で相談を実施しております。それと、また常設人権相談とい

うことで、延岡の法務局のほうで実施されておりまして、本町３名いらっしゃるんですけれども、

年間１人が１回程度そちらに出向いて相談を受けているというような状況でございます。 

 相談件数については、何件というのは、ちょっと件数はまとめてないんですけれども、そこに

相談に来られる方もいらっしゃいますし、自宅のほうに来られて相談される件数もあるというこ

とでお伺いをしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件のため、討論を省略して、会議規則第８１条の規定により、直

ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  異議なしと認めます。本案は討論を省略して、直ちに採決することに決

定いたしました。 

 この採決は、起立によって行います。 

 日程第９、諮問第１号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって、諮問第１号は原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第４１号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第１０、議案第４１号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第４１号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についての提

案理由を説明いたします。 

 令和２年に策定いたしました辺地に係る公共的施設の総合整備計画のうち、長谷川辺地につい

て計画の変更を行うものであり、町道影待岩戸線１工区改良舗装事業の事業費を増額するもので

あります。辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第

８項の規定により準用する同条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。よ

ろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りします。ただいま提案のありました議案第４１号辺地に係る公共施設の総合整備計画の

変更については、会期中の現地調査を行い、休会中の議案熟読をお願いすることにしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  異議なしと認めます。よって議案第４１号は会期中に現地調査を行い、

休会中の議案熟読をお願いすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第４２号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第１１、議案第４２号工事請負契約の締結についてを議題と
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します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第４２号工事請負契約の締結についての提案理由を説明いたします。 

 令和４年度４年災第１４４０号吾味椎野線道路災害復旧工事は、令和５年８月２３日、９社に

よる指名競争入札の結果、黒木建設有限会社が落札しましたので、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、工事場所は日之影町大字分城吾味で、工期は令和５年９月から令和６年３月までの予定

であります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。河野學君。 

○議員（７番 河野  學君）  この現場は私の足元というか、毎日通る道路ですので、一日も早

い復旧を願っておるんですが、最近の豪雨で川底が大変上がっているのですよ。今回も床掘りを

すればかなりの土量が出ると思うんですが、土捨て場等は決まっているのですか。 

 それともう１点、せっかくの機会ですので、仮設道路も造るので、川底をもうちょっと下げて

もらうといいかなと思うんですけど、その辺のところ、どうされるのか伺います。 

○議長（髙舘 英嗣君）  答弁を求めます。建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  今川底に堆積している土砂につきまして、土砂の捨て土に関しては、

まだ場所は決まっておりません。この後また地域の住民達、住民に聞いて、適した土捨て場がな

いかは検討していく予定でございます。 

 河床掘削については、そこの現場内の床掘りをするときに、と同時に掘削は考えていこうとは

思っているところでございます。 

 今回の計画では、最低河床から１メーター深く大型ブロック積みを根入れしますので、それに

伴っての土砂も一緒に搬出したいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  今建設課長のほうから工事の概要について簡単に説明がございま

したが、同僚議員がされた質問は、恐らく当該現場もそうでしょうけれども、あの平行して町道

がありますわ、橋を渡っての、既存の町道が。あの一帯あたりの箇所も非常に上がっているんじ

ゃないか、それは分かりませんけど、そういうこともあったのかなというふうに聞いておりまし
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た。そういうことになりますというと、やっぱりこの請負金額、５,０００万円じゃなかなか大

変なのかなというふうな思いもいたしておりますが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  当災害現場は、昨年の台風１４号により被災しましたが、そのとき

の被災原因というのが上流部の山腹が崩壊しまして、その土砂が一遍に川内橋のほうに堆積しま

して、それがオーバーして施設のブロック積み工が崩壊したということでありまして、当時は確

かに川内橋の上流部に土砂が堆積しておりました。その後、土砂は撤去しておりますので、現在

川内橋から上流に堆積している土砂は今は少ない状況でございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  先般、全協で御説明を頂きました。工事の概要等についてはです

ね。 

 いずれにしても、６年度以降に附帯工事の一部はずれ込んでいくだろうというふうな説明だっ

たように記憶しているんですよ。この予算的なものでそうせざるを得なかったのか、そこら辺の

実情、事情というのは、例えばこの規模であれば７,０００万から７,５００万の工事請負金額ぐ

らいが必要になったとしてですよ、後でまた追加発注というふうな形をとって、２,５００万な

ら２,５００万で仕事をするというふうな、これワンセットというのはやっぱり無理があったん

でしょうかね。私たちはそういうのが分かりませんので、一括ではできない理由が何かあったの

かなというふうな思いがしたものですから、確認のため聞いてみました。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  当工事の予算につきましては、令和４年度の繰越予算で見ておりま

す。災害査定上の額よりですね、物価高騰、生コンクリートとか大型ブロック積みの物価高騰に

よりまして、令和４年度の繰越予算６億計上しておりましたが、それでは間に合わないようにな

りまして、繰越予算内での工事が今回の中段までの大型ブロック積みとなっております。要は予

算の関係で、こういう発注の仕方になったということでございます。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 
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 これより採決します。 

 日程第１１、議案第４２号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって議案第４２号は原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第４３号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第１２、議案第４３号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第４３号工事請負契約の締結についての提案理由を説明いたします。 

 令和５年度４年災第１４３７号中崎大吐線道路災害復旧工事は、令和５年８月２３日、９社に

よる指名競争入札の結果、株式会社木下組が落札しましたので、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、工事場所は日之影町大字岩井川仲崎で、工期は令和５年９月から令和６年３月までの予

定であります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。久保優一君。 

○議員（１番 久保 優一君）  これは、４３号から後の議案にも関わってくることだと思うので

すが、先日の宇納間線の土砂崩れはこの工事に影響しないのか、伺います。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  先日の宇納間線の土砂崩れと申しますと、前々から地滑りの関係で、

土のうで抑えていた現場ということでしょうか。 

 道路の下に流れている川は日向川でありまして、この中崎・大吐線の現場はその下流部にあり

ます。その地滑り現場が河川まで崩壊したとすれば、かなりの影響は出てくるとは思いますが、

現状見る限りでは、河川まで崩壊する可能性は少ないと考えられますので、下流部のこの当工事

には影響はないと思っております。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  反対討論・賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１２、議案第４３号について、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって、議案第４３号は原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第４４号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第１３、議案第４４号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第４４号工事請負契約の締結についての提案理由を説明いたします。 

 令和５年度４年災第１４３８号中崎大吐線道路災害復旧工事は、令和５年８月２３日、９社に

よる指名競争入札の結果、株式会社木下組が落札しましたので、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、工事場所は日之影町大字岩井川中崎で、工期は令和５年９月から令和６年３月までの予

定であります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で、提案理由の説明を終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。一水輝明君。 

○議員（６番 一水 輝明君）  それでは１点質問をさせていただきたいと思います。 

 今回、災害工事において７件のこういった工事請負の契約が出ておりますが、特に日頃私も思

っていることの中で、今回の１４号に関しましては、既存のブロックがずれ裏に水が入ったのか

ずれて、またこれがやり直しということになるのですが、我々素人が考えたときに、こういった

まだ新しいブロックが壊れるというか、こういう災害に遭うということになれば、今回の設計に

あたり、これまでの何と言いますか、前回の設計よりも例えば基礎を下げるとか、あるいはブロ

ックの厚みを増して強度を保つとか、そういったものの設計があるのか、それか、これはあくま
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でも基準設計でやっているのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  当現場につきましては、平成５年債で災害復旧をした現場でありま

して、今回の被災は、そのブロック積みの根が現れての崩壊というふうに考えております。 

 今回の災害査定におきましては、先ほど申しましたけど、最低河床からブロック積みを１メー

ター以上根入れをしなければいけないということになっておりますので、災害にはなりにくいの

ではないかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  一水輝明君。 

○議員（６番 一水 輝明君）  あくまでも素人考えで申し訳ないのですが、この前の全協のとき

にも説明がありましたように、上の舗装についてはアスファルト舗装をすると。でも、危険な箇

所にとってはコンクリート舗装ということでありましたが、私たちが写真を見たときに、どうし

ても石垣の裏に水が下から現れない、どこからか入ってこういう形になれば、やはりアスファル

ト舗装は非常に土石流が水が速いところはめくれたりするということがあるので、こういったと

ころは、やっぱりコンクリート舗装でぴしっと絞めたほうが、上からの水は絶対中に入らないの

で、何かそういう方法も強化する上においては必要なのかなというふうにも疑問もあったんです

が、その辺りはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  当現場におきましては、議員がおっしゃるとおり、山手からの水も

何か所か湧水が見られるところでございます。そういった場所につきましては、議員がおっしゃ

ったように、今アスファルト舗装で計画しておりますけれども、コンクリート舗装で施工をした

り、排水横断溝を入れたりとか、そういうふうな対策は取っていきたいとは考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１３、議案第４４号について、原案のとおり決することに賛成の
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諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって、議案第４４号は原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第４５号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第１４、議案第４５号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第４５号工事請負契約の締結についての提案理由を説明いたします。 

 令和５年度４年災第１４３９号中崎大吐線道路災害復旧工事は、令和５年８月２３日、９社に

よる指名競争入札の結果、有限会社栄高産業が落札しましたので、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 なお、工事場所は、日之影町大字岩井川中崎で、工期は令和５年９月から令和６年３月までの

予定であります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑はないでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１４、議案第４５号について、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって、議案第４５号は原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第４６号 
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○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第１５、議案第４６号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第４６号工事請負契約の締結についての提案理由を説明いたします。 

 令和５年度４年災第１４３０号日向川河川災害復旧工事は、令和５年８月２３日９社による指

名競争入札の結果、木田建設株式会社が落札しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 なお、工事場所は日之影町大字分城鳥屋の平下で、工期は令和５年９月から令和６年３月まで

の予定であります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で提案理由の説明を終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１５、議案第４６号について、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって、議案第４６号は原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第４７号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第１６、議案第４７号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第４７号工事請負契約の締結についての提案理由を説明いたします。 

 令和５年度４年災第１４３１号日向川河川災害復旧工事は、令和５年８月２３日、９社による
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指名競争入札の結果、木田建設株式会社が落札しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 なお、工事場所は、日之影町大字分城鳥屋の平下で、工期は令和５年９月から令和６年３月ま

での予定であります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で提案理由の説明を終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑はないでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１６、議案第４７号について、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって、議案第４７号は原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第４８号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第１７、議案第４８号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第４８号工事請負契約の締結についての提案理由を説明いたします。 

 令和５年度４年災第１４３２号日向川河川災害復旧工事は、令和５年８月２３日９社による指

名競争入札の結果、有限会社工藤企興が落札しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 なお、工事場所は日之影町大字分城鳥屋の平下で、工期は令和５年９月から令和６年３月まで

の予定であります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 
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○議長（髙舘 英嗣君）  以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。河野學君。 

○議員（７番 河野  學君）  工事契約の案件、７件とも全て河川敷であるわけですけれども、

漁業組合のほうからは何も、床掘りする際の条件とか、川を濁してくれなとか、そういう申出は

あってないのですか、伺います。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  今回、上程しております議案については、議員おっしゃるとおり河

川沿いの工事でございます。今のところ漁業組合からは何も来ていないんですが、今回、工事が

始まる前に情報提供ということで漁業組合のほうにはお話をして伝えることは考えているところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  河野學君。 

○議員（７番 河野  學君）  今はどうなっているか知りませんが、こういうことを聞いていい

か悪いか分かりませんけど、昔は請負金額の２％かどうか漁業組合に支払わんといかんかったか

な、そういう決まりがあったような気がするんですけど、今回はどうなっているんですか。 

○議長（髙舘 英嗣君）  ちょっと待ってください。携帯か何かになっていると思いますのでいっ

たん。 

 では答弁を求めます。建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  河川工事における漁業組合へのそういう負担につきましては、行政

側は何もタッチしておりませんので、その件については私どもは御存じないところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑はありませんか。甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  それでは７件の工事請負契約が全て終わりましたが、本町におい

ては９社の中から５社ですか、中身を見ますと。１社が２本という会社等もございます。金額

ベースに直すと１社で一番高いところで３億４,０００万ぐらいの規模になる。次の業者が２億

四、五千万ぐらいの規模になるというふうな状況でありまして、私はいらん世話と言われたらも

う終わりですけれども、なかなか今そういった建設現場でですね、働く若い方々が不足をしてお

ります。これはどの分野においても労働力の不足というのは喫緊の課題ではありますけれども、

やっぱりこの金額ベースから換算をすると、もうほぼ１年ぐらいの仕事、それ以上の仕事になる

可能性はあるわけですよね。ですから、それでも応札に応じていただけたというのは非常にあり

がたいことなんです。俺らようせんわんと言われたらもうどうしようもない。ただやっぱり心配

するのはそこの労働力の確保がやっぱり一番だろうと思うんです。そこらあたりは何か業界とコ
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ミュニケーションをする段階で、窓口を持つ建設課長としては何かそういった業者さんの様々な

不安であったり、思いであったりというのはどういうふうに聞いておられますか。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  耕地災害と土木災害につきましては、全員協議会でも御説明しまし

たが、８月中に令和４年度繰越分を全て発注しまして、業者さんの手持ち工事は本当今がピーク

ではないかなと考えているところでございます。聞くところによると、業者さんで去年の１４号

台風の被災以来、人員を増やしたという業者もいると聞いております。それでもやっぱり人員不

足は拭えないところがあります。業者さんを見ると、本当自分たちの町は自分で守ると、そうい

うような意気込みと信念というか、そういうものが伝わってきまして、本当に発注者からすれば

頭の下がる思いで感謝しているところでございます。 

 当工事につきましては、令和５年度予算を組んでいますので、今の工期は、現在の工期は６年

の３月にしておりますが、繰り越しが可能ですので、令和６年度、令和７年の３月まで工期延伸

は可能であります。でも規模的に本当にもう１年ぐらいかかる工事でありますので、河川内の工

事は出水期を避けた工事となります。出水期といいますと６月から１０月ということで、非出水

期が１１月から５月までと、その期間で工事が終わればいいんですけど、１億を超える工事とい

うことで、それに完成ができなければいったん仮設道路を撤去してまた非出水期に工事を始める

ということも出てくるかもしれません。 

 業者さんの本当に悩みは人員不足で、この後どうやっていけばいいかというような相談も受け

たりもしましたけど、下請け業者とかを持ってきてどうにかやりあげますという言葉は聞いてお

りますので、業者さんの頑張りに期待したいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  今、課長の答弁を聞いておりまして、業者さんの町を思う気持ち

が十分に伝わりました。ただやっぱり現場が現場である以上ですね、今のような雨の降り方なり、

昔と全然違う気象条件なりを考えたときに、やっぱり今、課長おっしゃるように秋から冬にかけ

ては当然河川の水は少なくなるのが当たり前といいますか普通ですけれども、最近はそこらあた

りがですね昔と全然環境が違う状況でもありますし、そういうのが重い負担になってきたり、そ

して令和４年災、いわゆる台風１４号の災害ですね、激甚の指定を受けましたけれども、そうい

った片や時限措置の中で急ぐ案件もいっぱいある。そういう中で、経営者としては責任を持って

受けた以上はやり上げるという使命感でやられるわけでありますが、そういったものがやっぱり

相当大きなストレスになったりすると思うんです。やっぱり人がなかなか、増える会社はいいん

ですが全体が増えるわけではありませんので、そういうあたりを発注者側としてもしっかり見極
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めながら、できる限りはそういう業者さんの様々な諸事情に勘案をしていっていただけたらいい

かなというふうに思うんです。これは災害があって、やっぱり一番の即戦力は業界の人たちなの

で、この業界がやっぱり体力が落ちてくるということは非常に町としても困るわけでありますか

ら、そこらあたりは事業家としてしっかりできる限りのサポートをしていっていただきたいなと。 

 昨年の台風１４号でも被害がなければですね、今回のこういう集中的な河川災害だけのみであ

れば、また話は別だったんでしょうけれども、手持ち工事もあるという中での令和６年繰り越し

を含めても、やっぱり災害現場が河川ということになればいろんな諸事情が出てまいりますので、

そこらあたりは柔軟性を持って対応していただけたらいいかなというふうに思います。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  土木災害復旧工事におきましては、先ほど申しましたが、８月の時

点で７０件発注しております。全体が８６件ですので約８割の発注となっておるところでござい

ます。今後は、５年度予算での発注になりますので、ちょっと期間を置いて、業者さんの工事の

進捗を見ながら、分割して発注していきたいとは考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１７、議案第４８号について、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって、議案第４８号は原案のとおり可決されま

した。 

 ここでお諮りしたいのですが１時間、開会後１時間たちました。休憩はいかがでしょうか。 

 これより、それでは休憩をとりまして、１１時１５分から再開したいと思います。 

 それでは暫時休憩といたします。 

午前11時05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 

○議長（髙舘 英嗣君）  それでは時間となりましたので、休憩前に引き続き再開いたします。 



- 25 - 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．認定第１号 

日程第１９．認定第２号 

日程第２０．認定第３号 

日程第２１．認定第４号 

日程第２２．認定第５号 

日程第２３．認定第６号 

日程第２４．認定第７号 

日程第２５．認定第８号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第１８、認定第１号令和４年度日之影町一般会計歳入歳出決

算の認定についてから、日程第２５、認定第８号令和４年度日之影町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定についてまでの決算８議案を一括議題とし、提案理由の説明を求めたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  異議なしと認めます。認定第１号から認定第８号までを一括議題とする

ことに決定いたしました。 

 令和４年度各会計決算８議案について提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

○町長（佐藤  貢君）  認定第１号から認定第８号、令和４年度各会計の決算認定についての提

案理由を説明いたします前に、令和４年度の施策執行についてその概要を報告いたします。 

 令和４年度は、厳しい財政運営の中にありましても、まちづくりの基本的な指針となります第

５次日之影町長期総合計画や日之影町過疎地域持続的発展計画並びに日之影町地域創生総合戦略

等の各種計画を踏まえ「住む喜びを実感し、笑顔あふれる光さすまち 日之影」の実現、また、

ポストコロナを見据えた持続可能なまちづくりに向けまして、１、新型コロナウイルス感染症へ

の対応と活力あるまちづくり、２、子育て支援の充実と未来を支える人材育成の推進、３、活力

あふれる農林業・商工業・観光の振興、４、健康づくりの推進と福祉・社会保障の充実、５、安

全・安心なまちづくりの推進、６、便利で住みやすい社会基盤の整備と移住・定住対策の推進、

７、町民と行政への連携推進と地域コミュニティーの育成の７つを重点施策といたしまして、各

種事業を進めてまいりました。 

 また、令和４年９月の台風１４号によります災害につきましても、早期復旧を重点施策として、

事業の一日も早い完成に向けて取り組んでいるところであります。 

 それでは、各重点項目別に申し上げます。 

 まず１点目の、新型コロナウイルス感染症への対応と活力あるまちづくりについてであります。 
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 社会生活に大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症につきましては、町民の皆様の

御協力によりまして、日々の感染予防を行っていただいております。また、ワクチン接種につき

ましては、国の方針に基づきまして、関係機関と連携を取りながら実施しておりますが、町民の

皆様の御理解、御協力によりまして、高い接種率となったところであります。 

 農林業への対策としましては、生産組織、関係機関等との情報収集及び共有を図りまして、国

の臨時交付金を活用した物価高騰対策事業を実施し、安心して生産活動に取り組んでもらえるよ

う支援してまいりました。 

 また、長期化した新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、落ち込んだ地域経済の早期

回復を図るため、宮崎県のみやざき応援消費加速化事業を活用したプレミアム付商品券の発行を

はじめ、物価高騰対策地域消費支援事業によります、町民１人当たり５,０００円分の商品券交

付など、商工会や各種団体等との連携を図り、町内消費の喚起に努めてまいりました。 

 活力あるまちづくりにつきましては、コロナ禍におきまして、アウトドア関連が全国的に注目

を集めております。 

 そのような中、世界農業遺産やユネスコエコパーク、森林セラピー基地などのブランド力を生

かしながら、日之影らしさを発信するユネスコエコパーク登録５周年シンポジウムやマインドフ

ル森林セラピーツアーなど、ユネスコエコパーク推進協議会や観光協会などとの連携を図り、町

のＰＲとともに、活力あるまちづくりに取り組んでまいりました。 

 次に、２点目の、子育て支援の充実と未来を支える人材育成の推進についてであります。 

 子育て支援につきましては、日之影町子育て応援基金を活用いたしました。出産祝い金の支給、

ゼロ歳から中学校修了までの医療費全額助成、第３子以降の保育料の無償化等保育料の軽減、不

妊治療費の助成、乳幼児健診の実施、放課後子ども教室の運営費助成、中学校入学支援金、学校

給食費の無償化、公費支援型学習塾の運営等を行いました。 

 また、子ども・子育て支援交付金事業を活用しまして、乳児家庭全戸訪問事業や延長保育事業

を行うなど、妊産婦・子育て家庭のニーズを把握し、必要なサービスが円滑に利用できるよう支

援してまいりました。 

 さらに、安心して産み育てる環境の整備としまして、妊産婦健診、妊婦の通院支援、産後ケア

事業・新生児聴覚検査、任意予防接種の費用助成、歯科健診、子ども広場、就学援助等の事業を

実施いたしました。また、令和４年度から出産・子育て応援ギフトを開始し、保健センターに設

置いたしました子育て世代包括支援センターを相談窓口として、妊娠期から子育て期までの切れ

目のない支援を行ってまいりました。 

 学校教育の推進につきましては、児童・生徒一人一人が健やかな体、豊かな心、優れた知性を

持ち合わせ、心身共に優れた児童生徒を育成するため「ひのかげ学びのスタイル」に基づく授業
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の実践や合同学習などの充実に努め、個々に応じた学習指導や必要な支援を行ってまいりました。 

 まず、学習指導につきましては、新学習指導要領に基づき、授業改善等を支援する年２回の学

校支援訪問や小・中学校教職員合同による研修会を３回実施するなど、教職員として求められる

資質・能力の向上に努めてまいりました。 

 学習支援につきましても、学習活動をサポートする特別支援教育支援員や中学校教育補助委員

をはじめ、全ての小学校へ複式学級解消講師を配置するなど、個々のレベルに応じた細やかな対

応を行ってきたところであります。 

 また、ＧＩＧＡスクール構想に基づき導入しました１人１台のタブレット端末や電子黒板等の

機器を活用しまして、学校での授業はもちろん、使用に関するルール等を遵守した上で、必要に

応じたオンライン学習等を実施しつつ、教職員のさらなるスキル向上の取組を行うなど、次代に

必要となる教育環境の実現に努めてまいりました。 

 学校経営につきましては、町内全ての学校にコミュニティ・スクールを導入し、各学校に設置

した学校運営協議会での協議や、議会へ報告いたしました学校評価の結果を学校の重点目標の設

定や必要な改善に生かしつつ、児童・生徒の望ましいキャリア形成を踏まえた、地域とともにあ

る開かれた学校づくりを目指して、教育活動に幅広い地域の人材やボランティアなどを積極的に

活用する地域学校協働本部と連携し、地域による児童・生徒の学びを支えていただくとともに、

学校を核とした地域活動の活性化につなげてまいりました。 

 就学支援につきましては、就学援助金や奨学資金貸付制度によります対象世帯等への交付をは

じめ、県総合体育大会等派遣費の補助、給食費の無償化、中学校入学支援金等の交付を行いまし

た。 

 学校施設・学習環境の整備につきましては、学校からの要望を踏まえ高巣野小学校のプール塗

装をはじめ、宮水小学校のロッカー整備や日之影小学校の渡り廊下防水工事など施設整備を進め

るとともに、感染症蔓延防止対策やＧＩＧＡスクール構想の観点から各小学校及び日之影中学校

において電子黒板等を整備し、情報社会を踏まえたＩＣＴ機器の充実を図り、その活用による教

育活動を実践してまいりました。 

 登下校時の安全対策としまして、スクールバスの安全な運行や、県、警察、学校や地域との連

携を図りながら通学路の安全確保に努めるとともに、放課後子ども教室の開設と併せ、９年間を

安全・安心に学べる環境の整備に努めてまいりました。 

 社会教育、生涯学習の推進につきましては、社会教育施設の充実とともに、心豊かで生きがい

のある生涯学習社会の形成を目指して、町民みんなが、いつでも、誰でも、好きなレベルで参加

できる生涯学習事業の推進や女性学級等の開設を行いました。 

 町立図書館の運営につきましては、館内でのイベント実施やホームページ等での広報・利用促
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進を図り、ブックスタート事業や高齢者大学との連携などによる、乳幼児から高齢者までの全て

の世代が気軽に立ち寄れる図書活動の推進に努めてまいりました。 

 文化・芸能活動につきましても、宮崎県埋蔵文化財センターなどとの連携を図った企画展等を

開催し、文化・芸能団体への継続的な支援と併せて、郷土文化及び文化財の保護意識の高揚に努

めてまいりました。 

 スポーツの振興につきましては、体育施設の整備や適正な施設管理とともに、スポーツ協会、

自治公民館連絡協議会などとの連携を図った各種スポーツ大会等を計画しましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で一部は中止を余儀なくされましたが、公民館対抗バレーボール大会やき

らめきミニバレー大会などが感染症対策を講じて開催することができ、ウイズコロナの取組も

徐々に進めることができました。 

 人材育成につきましては、未来づくり推進事業を活用しての中学生海外交流派遣事業が令和

３年度に続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により中止となりましたが、代替とし

て県内留学生との交流会を実施することができました。 

 今後も引き続き、グローバルな視野を持ち、海外での生活や異文化に触れる機会を確保するた

めの施策を模索し、国際化に対応できる人材育成を図るとともに、本町の次世代を担う青年層の

人材育成も強化してまいります。 

 次に、３点目の活力あふれる農林業・商工業・観光の振興についてであります。 

 農業の振興につきましては、新規就農者の確保、担い手対策が本町における喫緊の課題である

ことから、農業次世代人材投資事業及びひのかげ就農奨励金事業等による支援を行うとともに、

関係機関、団体と連携した研修会への参加を促し、生産力・経営力の向上に努めてまいりました。 

 また、アグリファームを拠点としました新規就農者の研修システムの構築に向け、関係機関と

検討協議を進めました。 

 農地の維持・保全対策につきましては、第５期対策となります中山間地域等直接支払制度や棚

田地域振興法に基づいた農業水産活動等への支援を行ってまいりました。 

 また、農業委員会と連携しまして、担い手への農地集積を図るとともに、共同利用機械の導入

及び共同利用倉庫の整備への支援によります集落営農を推進してまいりました。 

 株式会社ひのかげアグリファームにつきましては、日之影町担い手協議会との連携や緊急雇用

創出事業等により、作業員の確保を図るとともに、新たな機械を導入し、年々増加する受託作業

への取組を進めてまいりました。 

 また、消費者ニーズの変化に対応した農産加工品の製造や販路拡大に向けた取組を進め、今後

とも町民の要望に応えてまいります。 

 果樹・野菜・花卉の主要品目の生産につきましては、生産基盤整備及び省力化機械導入への支
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援を行うとともに、地域おこし協力隊や関係機関・団体と連携し、産地の維持・強化に努めてま

いりました。 

 肉用牛の生産振興につきましては、畜舎等の条件整備や機械整備により省力化、素牛導入への

支援を実施し、経営の安定化を図ってまいりました。 

 農業基盤整備につきましては、農地のほとんどが中山間地特有の条件不利地域であり、農業従

事者の高齢化や担い手の減少等により、農業施設の維持管理等が困難な状況になっているため、

各種制度事業による畦畔整備、用水路の改修及び蓋かけ、排水路の整備、農道の整備を行ってま

いりました。 

 林業の振興につきましては、人材育成・担い手の確保並びに森林整備への支援、有害鳥獣対策、

林道整備等への計画的な森林環境譲与税及び企業版ふるさと納税等の有効活用を図るとともに、

森林経営管理制度を活用した森林整備を進め、循環型林業の構築、本町林業の活性化に努めてま

いりました。 

 また、森林資源を活用したシイタケの生産振興につきましては、種ごま・シイタケ原木購入へ

の助成、施設・機械整備への支援によります集約的環境の整備を進め、生産者の労働力及びコス

ト軽減を図ってまいりました。 

 有害鳥獣対策につきましては、電気牧柵器、ワイヤーメッシュ柵等の侵入防止材の導入支援を

行い、農林産物への被害軽減に努めました。 

 また、有害獣捕獲奨励金や有害獣捕獲班に対する活動補助、狩猟免許の新規取得者への支援に

よります個体数の適正化に努め、関係機関・猟友会、地域住民一体となった有害鳥獣対策を進め

てまいりました。 

 商工業の振興につきましては、商工業者の持続的な経営安定や経営基盤の強化を図るため、窓

口となります商工会事務局体制強化事業補助金や商工業育成補助金等の継続とともに、コロナ禍

におけます経済状況や光熱費の高騰を踏まえ、町内事業者光熱費高騰対策支援事業等の支援を行

いました。 

 旧役場跡地につきましては、中央地区活性化協議会で御検討いただき、利用計画及び基本計画

を策定いたしました。引き続き協議会と協議を重ね、中央地区の魅力を発信していく施設となり

ますよう、対応してまいります。 

 また、商工業者に対しまして、補助事業・制度の情報提供のほか、ふるさと起業応援事業によ

ります起業・創業に向けた財政支援や商店会の魅力向上と活性化に寄与するイベント等への各種

支援を行ってまいりました。 

 観光の振興につきましては、九州中央道の整備による新たな人、物の流れとともに、観光の形

態が団体旅行から家族や個人で旅行する傾向が高まっております。 
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 こうした中、地域おこし協力隊の配置などによります観光協会の体制強化とともに、ＳＮＳな

どを活用しましての自然や風景、地域イベントをタイミングよく発信し、観光や交流・関係人口

の獲得、観光産業の活性化につなげてまいりました。 

 また、新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、地方への関心が高まっていることを踏まえ、

ワーケーションを通した企業とのマッチングを検証する企業版関係人口拡大プロモーション事業

を県、旅行業者との共同で実施し、森林セラピーなどのウォーキングや農作業などの体験メニ

ューを組み合わせながら、本町の魅力発信、関係人口の創出に努めたところであります。 

 次に、４点目、健康づくりの推進と福祉・社会保障の充実についてであります。 

 町民の健康増進につきましては、住民の健康に関しての知識や意識を高め、健康を維持するた

めに各種がん検診、特定健診・ヤング健診等の受診を勧め、疾病の早期発見並びに生活習慣病の

発症予防及び重症化予防に取り組んでまいりました。 

 特に要指導者に対する訪問指導の充実により、糖尿病や糖尿病性腎症の重症化予防と、健診未

受診者及び疾患がありながら医療機関にかかっていない方々に対しまして、受診勧奨を行ってま

いりました。 

 さらに、学校、公民館等に出向き、健康講座等を開催するなど、あらゆる場面での生活習慣病

予防のための食生活改善、運動等を勧めるとともに、各種検診の受診についての啓発活動を行っ

てまいりました。 

 併せて、高齢者の疾病予防・重症化予防を効果的に実施していくために、高齢者の保健事業と

介護予防の一体的事業をさらに実践するため、地域での健康課題や分析・検討を行い、生活習慣

病重症化予防に係る相談・指導に取り組んでまいりました。 

 運動を習慣化することは、健康を維持する上でも大切なことですが、コロナの影響などにより

まして、人が集まって運動する機会が減っております。運動習慣の改善策としまして、自宅で

ケーブルテレビを活用した本町の伝統文化であります神楽の要素を取り入れた神楽エクササイズ

運動の啓発を行ってまいりました。 

 病院の医療サービスにつきましては、西臼杵地域における医療連携に係る基本構想を踏まえま

して、総合再編に向けました準備と地域のニーズに合った医療機関への転換を図るため、病床機

能の見直しや電子カルテの導入など、持続可能な医療体制の確立に努めてまいりました。 

 高齢者福祉につきましては、高齢者が自立して充実した生活を送るために、高齢者大学や高齢

者教室・いきいきサロン・いきいき百歳体操を開催するとともに、高齢者クラブの活動を支援し

てまいりました。 

 さらに、高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に基づきまして、地域包括支援センターを

はじめ高齢者福祉関連機関が連携し、介護保険制度の介護サービスと地域支援事業による介護予
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防・日常生活支援総合事業サービス、配食サービス、訪問サービス、まさのや・運動教室等の通

いの場や生活支援ハウス、注文宅配等を組み合わせるなど、介護福祉サービスの確保を図ってま

いりました。 

 障がい者福祉につきましては、障がい者や障がい児が自立した日常生活または社会生活を営む

ために必要な障がい福祉サービス等が、地域において計画的に提供できるよう第６期日之影町障

がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画に基づき、障がい者施策の推進を図ってまいりました。 

 次に、５点目の安全・安心なまちづくりの推進についてであります。 

 近年の異常気象によります台風の大型化や、激甚化する自然災害等への防災対策につきまして

は、防災行政無線や防災情報システムなどを活用した防災情報の発信に努めるとともに、火災や

救急・救助のほか、自然災害等に対して迅速な対応が取れますよう、高千穂警察署、西臼杵広域

消防、消防団との連携を密にして、安全・安心なまちづくりに努めてまいりました。 

 また、町民生活の安全・安心確保のため、日夜献身的に活動しております消防団につきまして

は、報酬等の見直しを行いまして、団員の処遇改善に努めるとともに、小型ポンプ積載車の更新

や各種消防施設等の整備を行ってまいりました。 

 防犯活動につきましては、駐在所連絡協議会や各小学校の見守り隊、日之影地域安全少年隊な

どの防犯団体と連携しまして、犯罪のない明るいまちづくりを進めてまいりました。 

 次に、６点目の便利で住みやすい社会基盤の整備と移住・定住対策の推進についてであります。 

 道路網の整備につきましては、安心して暮らせる社会を実現するため、地域の人たちが求める

最も基本的な社会資本であり、極めて重要であります。 

 九州中央自動車道の整備促進及び県道の整備につきましては、関係機関との連携を図り、要望

や提言活動を積極的に取り組んでまいりました。 

 また、町道につきましては、社会資本整備総合交付金事業や地方創生道整備推進交付金事業及

び道路メンテナンス事業などの国の補助事業を活用して整備を行ってまいりました。 

 水道事業につきましては、８地区の簡易水道施設の機器設備の改修や維持管理を行い、町民の

重要な生活基盤である水道の安定した供給に努めてまいりました。 

 生活環境につきましては、五ケ瀬川水系の水質保持や公衆衛生の向上を図るため、引き続き合

併処理浄化槽の設置を推進するとともに、住民の環境保護への意識向上を図ってまいりました。 

 また、ごみの減量化・資源化につきましては、食品ロス削減やリサイクルなどの４Ｒ運動を推

進し、限られた資源の有効利用を進めてまいりました。 

 本町の公共交通体制の充実につきましては、自家用車に頼らざるを得ない中山間地域において、

高齢者や通学者にとってなくてはならないものでございます。 

 こうした中、宮崎交通への路線バス運行支援によります２路線の維持とともに、日之影町地域
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公共交通会議におきまして、日之影町地域公共交通計画を策定いたしました。計画された方針に

基づき、すまいるバスの運行の効率化とともに、有識者や利用者の意見を反映し、すまいるバス

を活用した補完型バス路線の検証や予約型乗合交通等の導入など、新たな施策として計画をして

いるところでもございます。 

 情報通信網につきましては、ひのかげケーブルネットワークによります情報提供とともに、公

式ＬＩＮＥによります各種情報の発信に努めてまいりました。昨年の台風１４号におきまして、

光ケーブル等の断線によります告知放送や町内無料電話等において一時サービスの停止がござい

ましたが、関係各社の御協力により早期復旧に努めたところでもございます。 

 移住・定住対策の推進につきましては、令和３年度に実施しました空き家実態調査で得られた

情報をもとに、空き家の活用性の可否を探り、空き家情報の充実に努めてまいりました。 

 また、県外での移住相談会への参加や移住定住コーディネーターによります移住希望者への相

談を受け付け、移住された方に対する相談やフォローアップ、さらには移住定住における住宅改

修補助など、移住支援策を継続してきたところであります。 

 次に７点目の、町民と行政への連携推進と地域コミュニティーの育成についてであります。 

 自治公民館は地域コミュニティーの中心的役割を担っており、人口の減少・高齢化、またコロ

ナ禍によります組織としての機能低下が懸念される中、自治公民館の維持・活性化に向けた活動

助成金などの交付をはじめ、公民館改修事業につきましても、地元からの要望に基づく助成を行

うなど、活動拠点としての利便性の向上に努めてまいりました。 

 また、地域に継承されている伝統芸能活動につきましては、コロナ禍による活動の継承が危惧

されている中、３年ぶりに神楽まつり、青少年伝統芸能大会を実施することができ、各保存会の

皆様と連携した継承活動が実施できました。 

 今後も公民館活動と併せ、地域コミュニティーの機能維持につなげる活動支援に努めてまいり

ます。 

 水源の里地域の振興につきましては、水源の里条例を制定し、住民がずっと住み続けたいと思

う地域づくりを目指し、集落支援員や水源の里見守り支援隊の配置による見守り活動とともに、

水源の里支援隊によります生活・自然環境の維持に向けた作業支援、また集落で取り組むイベン

ト等への活動支援など、水源の里地域における集落機能の維持・活性化に取り組んでまいりまし

た。 

 地方創生を進めていくためには、町民が行政への参画と協働はなくてはならないものでありま

す。日之影中学校で行われました日之影近未来会議や地域・未来ミーティングでの提言や御意見

を踏まえながら、地域の魅力を引き出し、町民の皆様と協働によります持続可能な日之影づくり

を推進してまいりました。 
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 以上、御報告いたしました令和４年度の施策執行につきましては、各種事業の推進を図りなが

ら、災害復旧事業につきましては最優先に取り組んでまいりました。 

 また、国・県の補助事業でありましても、事業効果を十分に考慮しながら、効率的な予算執行

に努めてまいりました。 

 基金につきましては、ふるさと応援基金等へ約１億９,１００万円を積み立て、一般会計にお

ける基金残高は約３６億９,４００万円となり、前年度末より約１億３００万円増加いたしまし

た。 

 今後も、制度事業等の情報収集に努めながら、住民サービスの向上と健全な行財政運営を推進

してまいります。 

 なお、国、県が本町において実施しました土木及び農林関係事業につきましては、別紙資料

「主要施策の成果に関する報告書」に記載のとおりであります。事業の詳細は、令和４年度国県

事業の実績欄を御覧ください。 

 結びに、議員各位はもとより町民の皆様の御理解と御協力により、各種事業をほぼ計画どおり

に執行することができましたことに対し、心から厚くお礼を申し上げまして、令和４年度の施策

執行の報告とさせていただきます。 

 それでは、認定第１号令和４年度日之影町一般会計歳入歳出決算の認定についての提案理由を

説明いたします。 

 令和４年度日之影町一般会計予算は、当初予算４８億９,０００万円で、本町の活性化を目指

す７つの重点施策を柱としてスタートしました。その後、災害復旧事業や国の総合経済対策に伴

う補正など、計１１回の補正を行い、また令和３年度からの繰越分２億９,２０５万４,０００円

を合わせ、予算規模は６６億８,８５６万４,０００円となりましたが、令和５年度への繰越明許

費として１０億２,４０７万９,０００円を繰り越しております。 

 決算は、歳入において、前年度より３.５％増の５９億１,４４８万８３７円、歳出において

１.３％増の５６億１,３１２万２,９６１円となり、歳入歳出差引額は３億１３５万７,８７６円

となりました。 

 そして、２億４,７９５万４,０００円を繰り越すべき財源として、実質収支額を５,３４０万

３,８７６円とし、そのうち２,７００万円を財政調整基金への積立としました。 

 では、歳入の各項目について御説明いたします。 

 町税は、前年度より４.４％増の３億６,９４０万６,９１９円となり、歳入に占める割合は

６.２％であります。 

 地方譲与税は前年度より６.９％増の１億５,３４６万６,０００円、利子割交付金は６０.３％

減の５万円、配当割交付金は２７.４％減の６６万１,０００円、株式等譲渡所得割交付金は
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４２.４％減の５３万７,０００円、法人事業税交付金は４１.６％増で５０１万２,０００円、地

方消費税交付金は０.４％増の９,０７４万５,０００円、環境性能割交付金は９.８％減の

５４４万５,０００円、地方特例交付金は８４.１％減の７７万４,０００円、地方交付税は

３.３％増の３０億３８５万８,０００円で歳入の５０.８％を占めております。 

 交通安全対策特別交付金は１３.３％減の９７万５,０００円、分担金及び負担金は老人福祉費

負担金、児童福祉費負担金等で１４.７％増の３,４６９万２,４９７円、使用料及び手数料は

ケーブルネットワーク使用料、住宅使用料、戸籍手数料等で０.９％減の３,５７９万

５,０７８円、国庫支出金は災害復旧費国庫負担金、民生費国庫負担金、総務費国庫補助金等で

８.１％増の６億１,０２９万５,０５６円、県支出金は民生費県負担金、農林水産業費県補助金、

災害復旧費県補助金等で３.６％増の６億１,１５５万８,２５５円となりました。 

 国県支出金の合計は、前年でより５.８％増となり、歳入総額の２０.７％を占めております。 

 財産収入は財産貸付収入、利収及び配当金、財産売払収入で７.８％減の３,９３０万

６,４５４円、寄附金は１１.４％増の１億２,７１６万６,０００円、繰入金はふるさと応援基金

繰入金、森林環境譲与税基金繰入金、子育て応援基金繰入金等で１１.６％増の１億１,４６２万

３,６９５円、繰越金は８９.６％増の１億４,５８８万３,３５０円、諸収入は受託事業収入、雑

入等で４５.５％減の７,６６３万１,５２９円、町債は過疎債、辺地債、緊急自然災害防止対策

事業債、災害復旧事業債等で２.９％減の４億８,７５９万９,０００円となりました。 

 歳入を性質別に見ますと、自主財源は町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、

寄附金、繰入金、繰越金、諸収入で９億４,３５０万５,５２６円となり、歳入総額の１６.０％

であります。 

 依存財源は、残る８４.０％の４９億７,０９７万５,３１１円であります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 まず、目的別に見ますと、議会費は議員報酬、議員活動費等で、前年度より２.９％増の

４,７５６万７,９２３円、総務費は総務管理費、徴税費、戸籍住民基本台帳費、選挙費、統計調

査費、監査委員費で１０.８％増の１０億９,３８３万７,６８８円、民生費は社会福祉費、児童

福祉費、災害救助費で９.０％減の８億９,３８４万６,７３６円、衛生費は保健衛生費、清掃費、

水道費で０.７％増の４億２,９２９万１,９２３円、農林水産業費は農業費、林業費で３.９％増

の７億６,００２万５,８５２円、商工費は２３.３％減の１億６,１１３万３,０９３円、土木費

は土木管理費、道路供給費、住宅費、河川費で６.０％減の４億５,８３４万４,６７７円、消防

費は５.３％増の１億３,９７６万１５２円、教育費は教育総務費、小学校費、中学校費、社会教

育費、保健体育費で７.６％減の２億９,５１７万５,２８５円、災害復旧費は農林水産施設災害

復旧費、土木施設災害復旧費で３７５.６％増の４億９,０２０万７,３０３円、公債費は９.２％
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増の６億５,２１１万１,９７０円、諸支出金は基金費で６３.１％減の１億９,１８２万３５９円

であります。 

 歳出を性質別に見ますと、人件費は総額の１４.９％で、前年度より２.５％増の８億

３,４９７万８,０００円、物件費は総額１３.２％で、前年度より２.４％減の７億３,９５４万

６,０００円、維持補修費は総額の１.８％で、前年度より９２.６％増の１億１５６万

７,０００円、扶助費は総額の６.８％で、前年度より１２.４％減の３億８,１４８万

８,０００円、補助費等は総額の１７.３％で、前年度より１.３％減の９億６,８６２万

６,０００円、普通建設事業費では補助事業で、前年度より８.５％減の２億７,２１５万

５,０００円、単独事業で６.７％増の６億１,５０１万２,０００円、県営事業負担金で

３６.７％増の４,００５万円となり、普通建設事業費全体では、歳出総額の１６.５％、前年度

より２.７％増の９億２,７２１万７,０００円となりました。 

 災害復旧事業費は総額の８.７％で、前年度より３７６.４％増の４億９,１０９万６,０００円、

公債費は総額の１１.６％で、前年度より９.２％増の６億５,２１１万２,０００円、積立金は総

額の３.４％で、前年度より６３.１％減の１億９,１８１万９,０００円、投資及び出資金は総額

の０.３％で、前年度より４.３％増の１,５１２万円、繰出金は総額の５.５％で、前年度より

９.７％減の３億９５５万４,０００円となりました。 

 以上、決算の概要について申し上げました。令和４年度は、災害復旧事業等の影響により大き

な予算の変動がありましたが、各種事業についてはほぼ計画どおり執行することができました。 

 なお、監査意見書による御指摘等につきましては、今後善処するように努力してまいります。 

 次に、認定第２号令和４年度日之影町国民健康保健病院事業会計決算の認定についての提案理

由を説明いたします。 

 令和４年度の診療状況につきまして、年間の入院患者数は１万６２２人、１日平均２９.１人

で、前年度と比較して１日平均４.２人の減であります。外来患者数は２万２,０７１人、１日平

均９０.８人で、前年度と比較して１日平均１.２人の増となっております。 

 それでは、令和４年度病院事業会計決算状況について申し上げます。 

 まず、収入から申し上げますと、医業収益は前年でより１.４％減の４億７,１１４万

８,０８９円、医業外収益は前年度より１９.９％増の２億１,３１３万４,３５１円、特別利益は

皆減のゼロ円で、病院事業収益合計は前年でより４.３％増の６億８,４２８万２,４４０円であ

ります。 

 支出につきましては、医業費用は前年度より３.４％増の６億５,２７９万６,５１７円、医業

外費用は前年度より９.３％減の９５４万８,７０６円、特別損失は７８.６％増の４０８万

２,８９１円で、病院事業費用合計は前年度より３.４％増の６億６,６４２万８,１１４円であり
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ます。 

 次に資本的収入では、企業債の元金償還金に係る出資金が１,５１２万円、企業債が

５,２８０万円、繰入金が４,０００万円で、計１億７９２万円であります。 

 資本的支出では、建設改良費１億１,９７６万２９６円、企業債償還金３,５８９万

５,１２４円で、計１億５,５６５万５,４２０円であります。 

 なお、資本的収入額に対する資本的支出額の不足額４,７７３万５,４２０円は、当年度損益勘

定留保資金で補填するものであります。 

 次に、損益計算書について申し上げます。 

 医業収益４億６,８２５万４,１０３円、医療費用６億４,３０９万８,６４７円で、医療損失は

１億７,４８４万４,５４４円であります。また、医業外収益２億１,２８７万４,９９４円、医業

外費用２,６３６万９,５３９円で、１億８,６５０万５,４５５円の利益となり、経常利益は

１,１６６万９１１円であります。 

 なお、特別損失が４０８万２,８９１円で、当年度準利益は７５７万８,０２０円となります。 

 当年度純利益に、前年度繰越利益剰余金６,８３２万２２１円を加えた、当年度未処分利益剰

余金は７,５８９万８,２４１円であります。 

 次に、対策対象表について申し上げます。 

 資産の部では、固定資産７億８,４２０万６,７４４円、流動資産４億１,５０７万２,８２１円

で、資産合計は１１億９,９２７万９,５６５円であります。 

 また、負債の部では建設改良企業債等の固定負債３億７２８万３,０４９円、未払金等の流動

負債９,２５７万１,４６０円、繰延収益１億７９１万５４６円で、負債合計は５億７７６万

５,０５５円であります。 

 資本の部では、資本合計６億９,１５１万４,５１０円となり、負債資本合計は１１億

９,９２７万９,５６５円であります。 

 次に、認定第３号令和４年度日之影町国民健康保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の提案理由を説明いたします。 

 令和４年度日之影町国民健康事業特別会計の決算額は、歳入総額６億５,２３８万９,０３７円、

歳出総額６億４,６０６万９,０４７円で、差し引き総額６３１万９,９９０円を翌年度に繰り越

しました。 

 なお、令和５年３月末現在の被保険者数は９４４人で、前年度末に比べ３７人の減であります。 

 まず、歳入から申し上げます。 

 国民健康保険税は、調定額９,１２８万６,１１８円に対し、収入済額は８,７５０万

７,３９８円で、収納率は９５.９％であります。 
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 県支出金は保険給付費等交付金と特定健診等負担金で５億１,３３３万１,５５２円、財産収入

は基金利子で３,６７４円、繰入金は一般会計繰入金で４,５１６万３,１２９円、繰越金は

４０４万９,０６９円、諸収入は預金利子、雑入、受託事業収入で２３３万４,２１５円でありま

す。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 総務費は総務管理費、徴税費、運営協議会費で２,２４４万３,２８４円、保険給付費は療養諸

費、高額療養費等で４億３,０７１万５２７円、国民健康保険事業費納付金は医療給付費分、後

期高齢者支援金等分、介護納付金分で１億３,５２５万１,５３２円、保険事業費は保健衛生普及

費で１,３０２万５,４１２円、積立金は基金積立金で３,６７４円、諸支出金は償還金及び還付

加算金と繰出金で４,４６３万４,６１８円であります。 

 認定第４号令和４年度日之影町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての提案理由

を説明いたします。 

 令和４年度日之影町簡易水道事業特別会計の決算額は、歳入総額８,３８７万９,０６７円、歳

出総額６,６００万４,７２３円であり、歳入歳出差引額は１,７８７万４,３４４円となりますが、

そのうち１,６１８万１,０００円を令和５年度へ繰越明許費として繰り越しましたので、実質収

支額は１６９万３,３４４円となり、全額を翌年度に繰り越しました。 

 まず、歳入から申し上げます。 

 分担金及び負担金の１５万７,１４４円は、新規加入負担金であります。 

 使用料及び手数料のうち、使用料の４,９０４万８,５９３円は、日之影地区簡易水道ほか７地

区の水道使用料であり、手数料の９万１,０８０円は、大楠地区ほか７地区の飲料水供給施設の

水質検査手数料であります。 

 財産収入の３７円は基金利子、繰入金の２,２７９万２,０００円は一般会計からの繰入金、繰

越金の２２６万５,１５２円は、前年度からの繰越金であります。諸収入は、預金利子が６１円、

雑費入が２万５,０００円であり、町債の９５０万円は、公営企業会計移行業務に伴う簡易水道

事業債であります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 衛生費の５,４２０万９６５円は、職員２名分の人件費を含む維持修繕費であり、公債費の

１,１８０万３,７５８円は、日之影地区簡易水道施設ほか２地区の長期借入償還金であります。 

 次に、認定第５号令和４年度日之影町奨学資金事業特別会計歳入歳出決算の認定についての提

案理由を説明いたします。 

 令和４年度日之影町奨学資金事業特別会計の決算額は、歳入総額１,３５４万８,１７０円、歳

出総額１,３５０万３,５０５円で、差し引き総額４万４,６６５円を翌年度に繰り越しました。 
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 まず、歳入から申し上げます。 

 寄附金は１件の５０万円、繰入金は一般会計繰入金が６７０万５,０００円で、繰越金の２万

５,７７１円は前年度からの繰越金であります。 

 財産収入の３８９円は基金利子で、諸収入の６３１万７,０１０円は、大学生等２６名、高校

生１０名分の償還金６３１万７,０００円と、預金利息１０円であります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 令和４年度に貸付をいたしました奨学資金は、継続・新規を合わせまして、大学生等が２５名

で１,１４０万円、高校生が１０名で２１０万円、口座振替手数料の３,１１６円を合わせまして、

合計１,３５０万３,１１６円であります。 

 積立金は３８９円で、歳出合計１,３５０万３,５０５円であります。 

 次に、認定第６号令和４年度日之影町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の提案理由を説明いたします。 

 令和４年度日之影町農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入総額２,５６６万５,９６８円、

歳出総額２,５４５万１,１９０円で、歳入歳出差引残額は２１万４,７７８円となり、全額を翌

年度に繰り越しました。 

 まず、歳入から申し上げます。 

 使用料の５８８万７,２４７円は町営住宅、日之影中学校等を含む一般住宅の下水道使用料で

あり、繰入金の１,０３３万４,０００円は一般会計からの繰入金、繰越金の４４万４,７１３円

は前年度からの繰越金であります。 

 諸収入の８円は預金利子であり、町債の９００万円は公営企業会計移行業務に伴う農業集落排

水事業債であります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 事業費の１,６１０万１,３０１円は、電気料等の光熱水費及び修繕料、処理場管理委託料、公

営企業会計移行業務委託料が主なものであり、公債費の９３４万９,８８９円は集落排水施設の

長期債借入償還金であります。 

 次に、認定第７号令和４年度日之影町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての提案理

由を説明いたします。 

 令和４年度日之影町介護保険特別会計保険事業勘定の決算額は、歳入総額７億１,００４万

７,９０３円で、歳出総額６億８,２６０万３３４円で、差し引き２,７４４万７,５６９円を翌年

度へ繰り越しました。 

 また、サービス事業勘定の決算額は、歳入総額２２万８,０４０円、歳出総額２２万

６,７２３円で、差し引き１,３１７円を翌年度に繰り越しました。 
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 なお、令和５年３月末現在の第１号被保険者数は１,７１２人で、前年度より２６人減、認定

者数は２３７人で、前年度末に比べ１８人の減であります。 

 まず、保険事業勘定の歳入から申し上げます。 

 介護保険料は、調定額１億１７２万３,２５９円に対し、収入済額は１億１１０万２,８１４円、

収納率は９９.４％でありました。 

 国庫出資金は、介護給付費負担金、調整交付金及び地域支援事業交付金等で１億９,８３９万

６,３８１円、支払基金交付金は介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金で１億

７,３００万８,０００円、県出資金は介護給付費県負担金、地域支援事業交付金等で１億

４７３万４,４７１円、財産運用収入は基金利子で１,１６３円、繰入金は一般会計からの介護給

付費、地域支援事業費及び事務費繰入金等で１億１,４６３万４,８１６円。繰越金は

１,８１３万７７４円。諸収入は、預金利子、地域支援事業利用料等で３万９,４８４円でありま

す。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 総務費は、総務管理費、徴収費及び介護認定審査会費で２,３４２万１,９８６円。保険給付費

は、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、審査支払手数料、高額介護サービス等費、

特定入所者介護サービス等費及び高額医療合算介護サービス等費で、歳出全体の約８６.８％を

占め、５億９,２７７万７,０８０円。地域支援事業費は、包括的支援事業費、介護予防・生活支

援サービス事業費、一般介護予防事業費及び任意事業費で３,５０２万１,００５円。基金積立金

は、介護給付費負担金の余剰金等で１,４６７万７,１６３円。諸支出金は、前年度介護給付費等

精算による償還金等で１,６７０万３,１００円であります。 

 次に、サービス事業勘定の歳入について申し上げます。 

 サービス収入は、予防プランの作成料で２２万６,３８０円、繰越金は１,６６０円であります。 

 サービス事業勘定の歳出につきまして、サービス事業費は、予防プラン作成に必要な通信運搬

経費等で１６万４,７２３円、諸支出金は保険事業勘定への繰出金で６万２,０００円であります。 

 次に、認定第８号令和４年度日之影町後期高齢者医療特別会計歳入決算の認定についての提案

理由を説明いたします。 

 令和４年度日之影町後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入総額５,５８８万５,４５０円、

歳出総額５,５８２万５,１７７円で、差引き総額の６万２７３円を翌年度に繰り越しました。 

 なお、令和５年３月末現在の被保険者数は９５３人で、前年度末に比べ、８人の減であります。 

 まず、歳入から申し上げます。 

 後期高齢者医療保険料の収入済額は３,３４７万４,１００円で、収納率は１００％であります。 

 繰入金は、一般会計繰入金で２,２３２万８,５１４円。諸収入は、保険料還付金と預金利子で
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７,６３６円。繰越金は７万５,２００円であります。 

 次に、歳出は、総務費が６万７,４７５円。後期高齢者医療広域連合納付金が５,５７５万

１０２円。諸支出金が７,６００円であります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で、提案理由の説明を終わりました。 

 お諮りします。ただいま提案されました令和４年度各会計決算８議案については、休会中の議

案熟読をお願いしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第８号までの令和

４年度各会計決算８議案については、休会中の議案熟読をお願いすることに決定しました。 

 ここでお諮りしますが、残りの議案について、休憩を挟みますか。それとも、このまま継続し

て提案理由の説明を受けますか。 

〔「継続」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  継続で。それではよろしいでしょうか。 

 それでは、このまま継続させていただきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第４９号 

日程第２７．議案第５０号 

日程第２８．議案第５１号 

日程第２９．議案第５２号 

日程第３０．議案第５３号 

日程第３１．議案第５４号 

日程第３２．議案第５５号 

○議長（髙舘 英嗣君）  続きまして、次に日程第２６、議案第４９号令和５年度日之影町一般会

計補正予算（第４号）から日程第３２、議案第５５号令和５年度日之影町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）までの補正予算７議案を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第４９号令和５年度日之影町一般会計補正予算（第４号）の提案理

由を説明いたします。 

 今回の補正は、台風６号による災害復旧事業、燃料・物価高騰対策事業等に係る補正が主なも
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のであります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 地方特例交付金は、個人住民税減収補填特例交付金で６０万１,０００円の追加。地方交付税

は、普通交付税で４,５００万円の追加。国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金等で９５５万２,０００円の追加。県支出金は、物価高騰等対策プレミアム付商品

券等発行事業等で２,９３６万７,０００円の追加。財産収入は、物品売払収入等で１５０万

１,０００円の追加。寄附金は、まち・ひと・しごと創生寄附金で１,６６０万円の追加。繰入金

は、公共施設等整備基金繰入金等で２,４３２万８,０００円の追加。繰越金は、前年度繰越金で

１,１４０万３,０００円の追加。諸収入は、介護予防の一体的事業等で１,６２１万５,０００円

の追加。町債は、災害復旧債等で２,３０８万４,０００円の追加。 

 以上、歳入補正を１億７,７６５万１,０００円の追加とし、歳入総額を６９億７,８３９万

８,０００円といたします。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 議会費は、九州中央道整備促進西臼杵議会特別委員会負担金等で１９万６,０００円の追加。

総務費は、物価高騰対策地域消費支援事業補助金等で６,９７８万７,０００円の追加。民生費は、

子ども計画調査業務委託料等で４６０万５,０００円の追加。衛生費は、新型コロナワクチン接

種事業費等で１３４万５,０００円の追加。農林水産業費は、住宅団地整備工事請負費等で

３,２９４万円の追加。商工費は、空き家等活用事業補助金等で２６万２,０００円の追加。土木

費は、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金等で５１０万円の追加。消防費は、林野火災対

策消防用備品購入費等で４０３万７,０００円の追加。教育費は、中学校エレベーター棟等増築

工事請負費等で１,６６８万９,０００円の追加。災害復旧費は、農林水産施設災害復旧事業費等

で４,１８０万円の追加。予備費は８９万円の追加。 

 以上、歳出補正を１億７,７６５万１,０００円の追加とし、歳出総額を６９億７,８３９万

８,０００円といたします。 

 次に、第２表、地方債補正につきましては、借入限度額を変更するものであります。 

 次に、議案第５０号令和５年度日之影町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号）の提案

理由を説明いたします。 

 今回の補正は、機器の故障による経費の追加であります。 

 収益的収支の支出について、医業費用の修繕費を１６４万４,０００円追加し、予備費を

１６４万４,０００円減額し、収益的支出の予定総額を補正前と同額の７億３,０４７万

４,０００円とするものであります。 

 次に、議案第５１号令和５年度日之影町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の提案
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理由を説明いたします。 

 今回の補正は、繰越金の確定に伴う補正が主なものであります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 国民健康保険税を６４８万円、県支出金を２２６万１,０００円それぞれ減額し、繰入金を

４５万４,０００円、繰越金を６３１万８,０００円、諸収入を６,０００円それぞれ追加するも

のであります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 総務費を４５万４,０００円追加し、保健事業費を２２６万１,０００円、予備費用１５万

６,０００円それぞれ減額し、歳入歳出予算の総額を６億１１５万７,０００円とするものであり

ます。 

 次に、議案第５２号令和５年度日之影町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の提案理由

を説明いたします。 

 今回の補正は、令和４年度の滞納繰越分水道使用料及び繰越金の確定に伴う補正であります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 使用料を４５万９,０００円、繰越金を１５４万３,０００円それぞれ追加するものであります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 予備費を２００万２,０００円追加し、歳入歳出予算の総額を７,８７８万３,０００円とする

ものであります。 

 次に、議案第５３号令和５年度日之影町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の提案

理由を説明いたします。 

 今回の補正は、令和４年度の滞納繰越分下水道使用料及び繰越金の確定に伴う補正であります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 使用料を１万３,０００円、繰越金を２１万３,０００円それぞれ追加するものであります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 予備費用２２万６,０００円追加し、歳入歳出予算の総額を２,４６３万１,０００円とするも

のであります。 

 次に、議案第５４号令和５年度日之影町介護保険特別会計補正予算（第２号）の提案理由を説

明いたします。 

 今回の補正は、住宅改修に係る保険給付費の増、過年度の介護給付費負担金等の精算及び令和

４年度の繰越金の確定に伴う補正が主なもので、保険事業勘定のみの補正であります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 保険料を２万７,０００円、国庫支出金を５万９,０００円、支払基金交付金を４万
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９,０００円、県支出金は２万４,０００円、繰入金は８万１,０００円、繰越金を２,７４４万

６,０００円それぞれ追加するものであります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 総務費を５万７,０００円、保険給付費を１８万円、地域支援事業費を３,０００円、諸支出金

は２,７３６万３,０００円、予備費を８万３,０００円それぞれ追加し、歳入歳出予算の総額を

７億１,７３０万３,０００円とするものであります。 

 次に、議案第５５号令和５年度日之影町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の提案理

由を説明いたします。 

 今回の補正は、保険料負担金と繰越金の確定に伴う補正であります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 後期高齢者医療保険料を８５万８,０００円減額し、繰越金を１万６,０００円追加するもので

あります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 後期高齢者医療広域連合納付金を８２万９,０００円、予備費を１万３,０００円それぞれ減額

し、歳入歳出予算の総額を５,７８３万８,０００円とするものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で、提案理由の説明を終わりました。 

 お諮りします。ただいま提案のありました補正予算７議案については、休会中の議案熟読をお

願いすることにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  異議なしと認めます。議案第４９号から議案第５５号までの７議案につ

いては、休会中の議案熟読をお願いすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

午後０時13分散会 

────────────────────────────── 


